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ひとこと

　実りの秋を迎えた。この第41号が発行される頃には、児童福祉制度改革の全

体像が公表されていよう。現在、国では、公的介護保険制度についての検討と、

児童福祉制度改革が同時進行している。だが、公的介護保険制度については研

究者・従事者・当事者等さまざまなレベルで国民的な議論が展開されている。

また、新聞等のマスコミでも連日関連記事が掲載されている。それに比べ、児

童福祉制度改革の議論は、関係者のみの議論で、社会的には必ずしも積極的で

熱心な議論は展開されていない。何故なのであろうか？

　伝統的に児童は発達の途上にある未成熟な存在であり、成熟した親や大人、

専門家が、子どもにとって最もいいと考えるプログラムを与えてきた。現行児童

福祉法（昭和22年）でも、昭和26年5月5日に宣言された児童憲章でも、「児童は…

される。」と受け身で表現され、権利行使の主体としては位置づけられていない。

　国連の子どもの権利条約では、子ともの最善の利益（第3条）、子どものウェ

ルピーイング（子どもが子どもらしく生き生きと自らの可能性を開花させてい

る）の確保（第3条2）、自己見解表明権（自分自身にかかわる事柄について自

らの意見を表明する権利）（第12条）が保障されている。権利条約に基づけば子

ども自身の参画を得て、議論が展開されなければならない。でないと子どもに

とって「小さな親切、大きなお世話、気にも留めない人権侵害」になりかねな

い。大人側でもっともっと子ども自身が発言し参画できる場の確保に努めなけ

ればならない。

　だが、理想ばかり追ってみても現実は変化しない。まずは、親・研究者・児

童福祉の現場で働く従事者・児童福祉行政担当者・幼稚園や学校の教師・児童

委員・主任児童委員などの子どもの身近にいる大人が子どもの代弁（アドボカ

シー）をしていかなければならない。ぜひ、子どもの身近にいる本誌の読者（あ

なた）も児童福祉制度改革の議論に参画し、社会的に発言してほしい。その際、

大人側の事情や業界側の都合ではなく、常に「子どもの最善の利益」が最優先

であることを念頭に置いてもらいたい。

　そして、子どもの権利擁護（人権救済・代弁・権利調整）の（例えば、子ど

もオンブズパーソンなどの制度化）システムを基調にし子どもと家庭（親）の

ウェルビーイングの確保を基本理念とする子ども家庭（親）サービス（Child　and

Family　Services）・システムの整備をめざしてほしい。子どもが、子育てをして

いる親が満足する実りの秋としたい。　　　　　　　　編集委員長・高橋重宏
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子ど も家庭施策の潮流
特

わが田の子ども家庭施策の新たな潮流

　　　　　　　かしわ　め　れい　ほう

淑鰍学蝋授柏女霊峰

　はじめに

　今、子ども家庭施策が大きく変わろうとしている。

平成2年のいわゆる1．57ショックを契機に政府、企

国1i，／珂体、地方白治体等から次々と子ども家庭施策に

関する提言や計画が公表されている。本稿では、今

後、大きく変わろうとしている子ども家庭施策の全

体潮流について近年の主たる動向を追いつつ整理し、

今後の課題について考察を加えていきたい．

　（2）政府全体の取り組みの開始

　政府は、同年8月に早速、健やかに子供を生み育

てる環境づくりに関する関係省庁述絡会議を関係M

　　　　　　　　　　　　　　　　　en省庁により設置し、平成3年1月に報告書を提出し

た。その後、4省庁を加えた関係18省庁連絡会議は、

　　　　　　　　　　　　　　　　
平成4年、同5年と引き続き報告件を提EBしている、，

報告書に提示された施策は、各省庁の現行施策及び

導入が決まった施策を中心とするものであった。

　1．出生率低下対策の登場

　（1）1．57ショック

　近年の子ども家庭施策の潮流として、まず第一に

挙げなければならないのは、何と言っても出生率低

下対策の登場であろう、，

　平成2年6月、厚生省から『平成元年人口動態統

計（概数）』が公表され、平成元年の合計特殊出生率

が昭和41年の丙午の年の1．58を一ド回る統計史上股低

の1．57となったことが明らかになった。　1］iilあたかも、

老人福祉法等の一・部を改正する法律の国会審議中で

あり、高齢化社会を支える子どもの数の減少は、い

わゆる「1．57ショ・ソク」として国会を震憾させるこ

ととなった。出生率の低下そのものは、昭和49年か

ら一賀して続いていたが、この問題が政策的課題と

して大きく認知されたのは、この］．57ショックが契

機であると言っても過言で’はないであろう。

　（3）エンゼルプランの策定

　しかし、この動向は、平成6年12月に文部省・厚

生省・労働省・建設省の4省合意により策定された

「今後の子育て支援のための施策の基本的方向につ

　　　　　　　　　　　
いて．1（Xンゼルプラン）及びその一環として、大

蔵・厚生・自治の3大臣合意により策定された「当

而の緊急保育対策等を推進するための基本的考え方』

　　　　　　　　　　　ls；
（緊急保育対策等5か年事業）へと結尖し、今後の

子ども・子育て稲制：を大きく進展させる原動力とな

った。

　2．子ども家庭施策全体の見直し

　い）子どもの未来21プラン研究会の設置

　これとともに、厚生省を中心として、従米の’f’ど

も家庭施策全休の見直し機運が醸成されていくこと

となる。その遠因の一つとして、平成2年に行われ

2



たいわゆる福祉8法改正において、児嫌福祉実施体

制が現行のまま残されたことを挙げることができる。

すなわち、戦後に成立した児童福祉実施体制が根本

的な変更なく現在に至るまで継続し、この体制が、

進行する出生率の低下等の新たな子ども・子育て福

祉問題に対し有効に機能していないのではないかと

の課題を生じさせたのである。

　厚生省は、平成4年ユ0月、児童家庭局長の研究会

として「たくましい子供・明るい家庭・活力とやさ

しさに満ちた地域社会をめざす21プラン研究会」（子

どもの未来21プラン研究会）を設置した。研究会は、

子ども・子育て福祉全体にわたって検討を行い、老

人福祉法等の一部を改正する法律が完全実施されて

　　　　　　　　　　　　　ゆ
閾もない平成5年7月に、報告轡を提出している。

　（2）「子どもの権利保障」の登場

　この報告書は、子ども家庭施策の見直しについて

は、措置事務の市町村移譲の検討、児童保健福祉計

画の策定検討等、基本的には、高齢者・身体障害者

において行われた改革を子ども家庭施策にも適用す

ることを基本的視点としている。しかし、両者のそ

れと異なる視点として子どもの権利保障が提示され

ている点は、重要なポイントと’言える。子どもの権

利保障が政府関係報告書でこれほど明確に取り上げ

られたのは、おそらく初めてであろう。このことに

ついては、わが国が平成6年5月に締結した児童の

権利に関する条約に関する世論の高まりを無視する

ことはできない。

　この子どもの権利保障という視点は、後述する平

成6年1月に公表された保育問題検討会報告書及び

前述のエンゼルプランにも引き継がれる。例えば、

エンゼルプランの基本的視点にみられる「③子育て

支援のための施策については、子どもの利益が最大

111／界の児翫とltiMi

限尊重されるよう配慮すること。」との表現がそれで

ある。エンゼルプランが子育て支援、すなわち子育

てを担う成人のための福祉サービスであるとしても、

このような子どもの視点を重祝することが規定され

たのは画期的であり、こうした一wwはこれまでの関

係省庁連絡会議報告書にはみられなかった表現であ

る。

　この視点は、「子育て支援」とともに、今後、子ど

も家庭施策の方向を論じる際のキーワードとして定

着していくことになると考えちれる。さらに、子ど

もの未来21プラン研究会報告書そのものも、今後の

子ども家庭施策推進の羅針盤的役割を果たしていく

ことになると考えられる。

　3．子ども家庭施策の枠組み改革検討

　この報告書は、保育問題検討会報告書の提出、障

害者基本法の制定等とともに、子ども家庭施策の枠

組み改革への動きを加速させていくこととなる。そ

して、子ども家庭施策の枠組み改革、なかんずく、

子ども家庭施策の民間化及び実施体制改革の動向へ

と結びついていく。

　い）子ども家庭施策の民間化

①保育問題検討会報告書とエンゼルプラン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［T）
　平成6年1月に公表された保育問題検討会報告書

は、今後の保育所制度のあり方として、措置制度を

堅持したうえでの拡充方式と｝Si　．入所と契約入所と

の併用方式の両論を｛〕橋己しており、そのあ「」方に関

する検討が今後の課題としで残されている。

　前述の緊急保育対策等5か年事業は、現行体制の

改革に踏み込まないまま、多様な保育ニーズに対応

する施策の量的拡充を行っている。その意味では、

現在は、検討会報告書のいわゆる第1の考え方に沿
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って施策が展開されていることを意味している。し

かし、エンゼルブラン及び緊急保育対策等5か年事

業には「……保育所制度の改善・見直しを含めた保

育システムの多様化・弾力化を進める。」との記述が

みられ、この問題は今後の重要課題として認識され

ている。すなわち、緊急保育対策等5か年事業が進

展するかどうかは、今後の保育所制度のあり方を問

う試金石としての役割も担っている。

　②児童育成事業の創設

　それとともに、平成6年3月には児童手当法の一

部改正が実施され、事業主拠iH金による子育て支援

事業が児童育成．事業として法定化されるとともに、

その後は、従米、税により実施されていた特別保育

対策事業等が、事業主拠出金による児蹴育成事業に

再構成されてきている。

　さらに、同年4月には、従来、規制の対象であっ

た民間児童関連サービスの振興を提言する『児童関

　　　　　　　　　　c8）
連サービス研究会報告：翫が公表され、さらに、7

月には、主として民閻の子育て支援活動を支援する

母体としてこども未来財団も創設され、駅型保育所

等民間保育サービスに対する助成制度も多く創設さ

れている。こうした認可外保育サービスを施策休系

にどのように取り込み、多様化する保育ニーズに対’

応していくか検討することも大きな課題となってい

る。

　③福祉の民間化

　このような福祉の民間化の動向は、子ども家庭施

策のみにとどまらない。高齢者保健福祉の分野にお

いても、いわゆる公的介漫保険樽入に関する論議と

ともに、措概制度のあり方等行政の責任の果たし方

に関する検討は2ユ世紀に向けた最大の課題となりつ

4

つある。

　平成7年7月に提出されたi／il会保障制度審議会に

　　　lVl
よる勧告は、「……現在の措［if“lii］度は見直すべきであ

る。地方公共団体が入所に関する調整機能を果たし、

公的な費用助成を前提としながら、施設への入所は

一方的な措概によるものから利用者との契約に改め

るよう検討すべきである。」と述べ、職権保護を基本

とする措置制度をサービス利用者と供給者との契約

による制度に改めていくよう勧告している。保育問

題検討会における論議は、杜会に最も定着した杜会

福祉施設・制度である保育所制度がその先陣となっ

たに過ぎず、いずれ他の杜会福祉施設にも及んでく

る改革とみることが妥当であろう。

　しかしながら、後述する児竜虐待対策に代表され

るように、利用者として声を発する力の弱い子ども

たちに関しては、子どもの最善の利益を確保するた

め、職権による保護を行う仕組みが必要とされるこ

ともまた事実であろう。今後、施設入所の方法が契

約制度に移行していくとすれば、子どもの最善の利

益確保のための公権介人システムを現行より強化す

る改革も、同時に進めていくことが必要と考えられ

る。今後の大きな検討．課題となろう。

　（2）実施体制検討

　①障害者保健福祉施策の動向

　また、平成5年12月に施行された障害者基本法に

おいて、都道府県・市町村’に障害者基本計画策定の

努力義務が規定されたことも、今後の子ども家庭施

策のあり方に大きな影響を与えることとなる。「障害

者対策に関する新長期計画．，が基本法に規定された

国レベルにおける障害者基本計画と位i碕iづけられ、

平成7年5月には、都道府県・市町村における障害

者計画策定のための指針となる『市町村障害者計画



　　　　
策定指針」も通知されている。

　また、こうした動向と平行して、平成6年9月に

は厚生省に障害者保健福祉施策維進本部も設置され、

　　　　　　　　　　　　　　
平成7年7月にはそのll！問報告が公表されている。

中間報告はすなわち、国レベルにおける障害福祉行

政の統令、都道府県、市町村に分化している実施体

制の一元化を提言している。さらに、同年12月には

障害者対策郁進本部からいわゆる新長期計画の具体

化を図るための：雨点施策実施計画である『障害者プ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　カ
ラン（ノーマライゼーション7か年戦略）」も合意さ

れている。平成8年7月に厚生省に障害保健福祉部

が設置され障害福祉行政の統合がすでに図られると

ともに、平成8年度から多くの新規事業も開始され

ている。

　②児童福祉実施体制の検討

　これに伴い、子ども家庭施策においては、障害児

の措概事務の市町村移譲が現実の課題となる。前述

の中間報告は、「障害児・精神薄99者に係るサービス

決定・実施の主体も市1町村に移湶することを検討す

る。」と述べ、厚生省として初めて、障｛蜂児の施設入

所措置事務の市町村移譲に言及している。また、障

害者プランもこの考えを踏襲している。平成6年に

成立した母子保健法の一部改正により、地域に密着

した母子保健事業が平成9年度から市町村移譲され

ることとなっていることも、この動きを加速するこ

ととなる。近い将米、おそらく障害児・者の施設入

所措澱事務の描概権移譲に関する検討が障害保健福

祉部において開始されるであろう。

　そして、こうした動向に伴い、要保護児童やひと

り親家庭に対する施策を含む子ども家庭福祉行政全

体の実施体制に関する検討、及び現行の実施体制に

大きな役割を果たしている児童相談所のあり方に関

世界の児赦とil±性

する検討も、大きな課題として浮かび上がってくる

こととなる。筆者は現在この問題に主として取り組

んでお1〕、策者の最近の研究結果を参考文献として

提がしておきたい、

　（3）児童福祉施設再編成

　一方、出生率の継続的低．ドによる児童福祉施設人

所児童の減少は供給者サイドの危機感を招き、現在

18種類となっている措箭型児童福祉施設の再編成問

題を惹起させている。いくつかの児童福祉施設の種

別全国団体も相次いでそれぞれの施設のあり方に関

　　　　　　　もゆ　な　　　の
する検討を行い報告書を提出している。しかし、こ

の問題は、入所児窺の減少という検討の端緒はとも

かく、あくまで子ども・子育てニーズと現行児童福

祉施設体系とのミスマッチという構造的問題として

取り上げないかぎり、根本的な解決にはならない。

その意味では、この問題解決に当たっては、種別ご

との検討ではおのずと限界がある。

　こうしたことを勘案し、全国杜会福祉協議会は平

成6年9月に児童福祉施設のあり方委貝会を発足さ

せ、養護施設、乳児院、母子寮、虚弱児施設、教護

院、情緒障害児短期藷｝療施設の6種別の児童福祉施

設の再編成問題に取り組んできた、，平成7年10月に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
公表された報告部『児童福祉施i没再編への提言』は、

これらの施設の機能を4つに類型化し、その機能統

合、再編を提言している。政府においても、報告書

にいう生活拠点型施設である乳児院と養護施設の統

合、同じくトリートメント1（入所）型施設である

教護院、情緒障害児短期治療施設、虚弱児施設の統

合を視野に入れた検討が開始されている。トリート

メントII（通所）型については、今回の委貝会が視

野に入れている施設種別ではないが、厚生省におい

て、障害児関係3通園施設（精神薄弱児通園施設、



肢休不自由児通園施設、難聴幼児通園施設）の．Pt”di

成が中央児童福祉審議会により提言されている。こ

れらの検討も、今後の子ども家庭施策枠組み検討の

重要課題である。

　　（4）児童育成計画のモデル策定

　さらに、平成7年度からの新規事業として、17都

道府県・66市町村において、いわゆる地方版エンゼ

ルプランに当たる児童育成計画のモデル策定が行わ

れているn平成7年6月には、厚生省からいわゆる

地方版エンゼルプラン策定のための指針となる『児

　　　　　　　　　
童育成計画策定指針』も通知されている。指針は愁

切丁寧なものとなっているが、各自治体の創意工夫

を推奨することも忘れてはいないn

　すでに高齢者保健福祉計画は全都道府県・市町村

に策定義務が法定化され、障害者計画も都道府り1い

市町村に策定の努力義務が法定化されている。児堂

育成計画はまだ法定化されておらず、モデル事業と

して開始されたばかりであるが、それでもようやく

計画行政が子ども家庭福祉の分野においても開始さ

れようとしており、これをどのように根づかせてい

くか検討が必要である。

　4．その他の潮流

　い）ひとり親家庭福祉行政の改革

　高齢者、身体障害者福祉行政の改革にその筋道が

つき、精神薄弱者’障害児福祉行政、保育行政にも

一定の方向性が導き出されてくると、その後に必要

とされる改革は、100万世帯に及ぶ母子家庭・父子家

庭等のいわゆるひとり親家庭福祉行政の改革である。

各種の調査研究は、母子家庭が孤立し多くの困難を

抱えつつEl々の生活を送っている姿を映し出してい

る。しかも、それがサービスに一卜分結びつかずニー
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ズと施策とのミスマッチがみられている。また、父

子家庭はニーズそのものが潜在化し、施策も少ない

のが現状である。母子寮のあり方や実施休制のみな

らず、施策体系、離婚に際しての養育費支払義務の

履行確保システム、児童扶養乎当のあり方、その他

抜本的な検討が求められている。

　　（2）児童虐待対策

　また、児童虐待の増加に伴い、親権法制の検討も

含めた児童虐待対策の本格的検討も必要となる。児

童虐待対策に関しては、定義をめぐる課題、予防を

めぐる課題、発見・通告段階の課題、介入・保護段

階の課題、親権をめぐる課題、児童虐待対応のシス

テム化等の課題が指摘でき、抜本的な改革が求めら

れている。

　児童虐待の増加に関連し、厚生省においては、家

庭支援相談等事業、都市家庭在宅支援事業、児童虐

待ケース・マネージメント事業、その他予算事業と

しての施策が進められている。また、心身障害研究

等による研究活動も実施されているが、抜本的対策

はまだみえていない。

　地方自治休においては大阪府が最も先駆的な取り

　　　　　　　　　　　cell　　　　　　勧　　　　　㈱
組みを行っており、東京都、神奈川県、横浜市、埼

　　
玉県等においても相次いで提言やマニュアルが公表

　　　　　　　　ぼ
されている。栃木県も詳細な実態調査を行っている。

さらに、民間レベルにおいても、児漸菖待に関する

ネットワークづくりが各地で進められている。平成

8年4月には、児童虐待に関する初めての全国規模

の研究大会である全国児童虐待防止研究・大阪大会

が開催され、［1本子どもの虐待防止研究会（JaSP－

CAN）も旗揚げされるなど改革の機運はようやく高

まりつつある。法改正を含めた抜本的な対策づくり

を進めていかねばならない問題である。



　おわりに

　以．．ヒ、子ども家庭施策の動向について、近年の福

祉行政全体の主たる動向との関連に諮目して考察し

てきた。重要なことは、これらの動向が相互に深く

関連して、福祉行政全体に一定の方向性を与える潮

流を構成しているということである。厚生省に設置

された高齢社会福祉ピジ・ン懇談会の報告書「21世

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四
紀福祉ビジョンー少子・高齢杜会に向けて一」及び

その見直し論議や社会保障制度審議会による勧告も

こうした潮流を創り出している。

　国民の価値観の多様化、ライフスタイルの変容、

さらには、少子・高齢社会の到来、社会・経済状況

の変容等が複雑に組み合わさり、それが従米の福祉

のあり方に大きな影響を及ぼし、大きなうねりとな

って子ども家庭施策の潮流と結びついていることを

忘れてはならない。前述の社会保障制度審議会勧告

や法制審議会の婚姻と離婚に関する民法改正法案に

みるように、社会保障制度も家族制度も「世帯」単

位から「個」単位への転換が論議されている。こう

した福祉全体の改革の潮流のなかにあって、児童福

祉法はくしくも平成9年に制定50周年という記念す

べき年を迎えることとなる。

　　厚生省の中央児童福祉審議会基本問題部会も要保

誕児蹴施策体系、児童保育施策体系、・母子家庭施策

体系の見直しを中心に本年3月からハイペースで検

討を行っている。部会は今秋をめどに報告を行い、

その後、厚生省では、報告を踏まえ、合意できるも

のから法改正に着手する予定とされており、本稿が

掲載されるころには論議が活発化していることであ

ろう。

　　われわれ関係者は、これらの潮流のなかにあって、

自ら訴える術を持たない子どもの声の代弁者として

その潮流を的確に見定めるとともに、『子育て支援』、

山：界の児京と母性

『子どもの権利保障」、『子どもと親のウエルビーイ

ング（自己実現と権利保障）sを基本的視点として、

潮流のただなかに身を置いていかねばならない。

付記：本稿は、拙稿「r・ども家庭施策の潮流」〔別冊発達別号「子ども家庭

施策の動向」ミネルヴァ榔M　l99．　mをもとに加箪・ii∫正したものである．
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㈱栃木県小児’ぷ待防》1ニネットワーク　「栃木県小児膚待爽態胴在報恰侮」
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幽高齢杜会禍祉ピジヨンmthdi「2珊紀禍祉ピ・：’　Rンー少チ・高聯t会

　に向けて一」］994

＊参巧文献

（1）柏k幾旅　「児蹴梱祉改革の几体的礁題」「エデュ・ケア21」第2巻第8

　号　栄光教w文化研究所　1996

C2）柏女震峰　　「現代児竜稿祉論」腿僧番勝　1995

（3漆者の児疏珊祉拠地休制関連主要研究文献は以下のとおV。

　柏女霞峰　　「児竃禍祉爽施休制のあり方に関する研究一展史的検肘騒繍

　　とその枇点一」「淑徳火学研究紀嬰£第29号　1995

　柏女艦峰　「w京緬祉実施体制検前の視点」r子ども寒腿センター紀嬰」

　　V　大阪府子ども家庭センター　1995

　柏女霞峰　「児蹴禰祉災施体制検討試案」「淑徳大学研究紀嬰」第30bll

　1996

　柏女霊峰他「児童相鎖所の運営分杭「日本総合愛育研究所紀要」第32集

　1996．

柏女頒椋他’「　ve’m相膜所馴r‘陳興の畝務分析」r『械7年度彫生科学研

　兜・家劇ll止II↓閲総合洲査研究‡1雀報W狛1996

中央児賞福祉審膿会基本問題部会における

児童家庭福祉体系見直しの視点
（厚生省児菰家庭局「現行の児童家庭禰祉体系の見臨し

について」よ「）抜粋）

1．検討の趣旨及び背景

　現行の児童福祉法は昭和22年に制定され、来年、制

定50年目の節目の年を迎えることになるが、以下のよ

うな状況にかんがみ、現行の児童福祉法を中心とした

児旗家庭福祉体系のうち、

　①養護施設、教鍵院などの要保纏児童施策休系

　②保育所など児童保育施策体系

　③．母子寮、児童扶養手当、母子福祉貸付金などの母

　　子家庭施策の体系

について、21世紀を見据え、昨今の児童や家庭を取り

巻く社会経済環境に対応した見直しを行うこととする。

（D要保護児童施策をめぐる状況

　・従来の要保纏児童に加え、い．じめ、不登校、虐待、

　　自立できない子どもなどの間題が増加している。

　　また、家庭や地域の子育て機能が低下し、親子の

　　きずなが薄れた状況のなかで、家庭への支援、地

　　域への支援が必要とされている。

　・現行の要保護児童の施設休系は、基本的には制度

　　創股以来大きな変更が加之られていないため、ll乍

　　今の経済杜会の状況に対応した見礁しが求められ

　　ている。

（2）児童保育施策をめぐる状況

　・女性の社会進出や就労形態の多様化が巡行するな

　　かで、認可保育所をはじめ、認可外の保育施股や

　　子育てサークルなど、保育の多様化が進んでいる。

　・国民の生活水準の向上や社会状況の変化等に伴い、

　　保育の質の向上や小学校低学年の放課後児童施策

　　の充実を求める声が強い。

（3）母子家庭施策をめぐる状況

　・母子家庭は、昭和40年代までは死別によるものが

　　多数であったが、現在では、離婚等生別によるも

　　のが多数となっているなど母子家庭をめぐる状況

　　は大きく変化してきている。

　・最近の民法改正の検肘のなかで、民法改正による

　　離婚への影卿、父親の貴任などについて国民的議

　　論が活発になってい．る。

2．検肘課題

（り要保護児童施策について

・要保鰻児戴施策の対象範囲をどう考えるか。

・対象児歳にふさわしい要保随児瀧施策体系はどう

　あるべきか。

・ 要保硬児竃施策体系において家庭及び地域とのか

　かわり、学校教育との関係にっいてどう考えるか。

など。

（2）児童保育施策について

　・子育てについての家庭の役割と社会的支援の関係

　　をどのように考えるべきか。

　・多様なニーズに対応できる子育てシステムはいか

　　にあるべきか。

　・保育内容及び保育水準をどのように考えるべき

　　か。

　など。

（3）母子家庭施策について

　・母子家庭施策をどのような視点から考えてい．くべ

　　きか。

　・母子家庭の自立支援システムはどうあるべきか。

　・児童扶養手当制度についてどのよう．に考えていく

　　のか。

　など．
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亘＠◎＠㊥・

社会
勧告
保障制度審議会の
をめぐって

　　　　　　　とち　もと　いち　さぶ　ろう

」鰍・剛搬栃本一一郎

特
わが田の子ども家庭施策の新たな潮流

　汀ξ）茂7フF7JI　4　n、オ1：会イ呆IP蓉｛随1度，nt言1隻会tま「M：会f呆

障制度の再構築」を勧告したeこの勧告には「一安心

して暮らせる21仙紀の社会をめざして一」という刷題

がつけられている。1限後の社会保障制度のf61目節日

にあって「iti’｜ji変審」は幾度かの「勧告」を行ってきた。

昭和25年の「杜会保障制度に関するnvJ｛1；」、昭和37年

の「社会保障制度の総合調整に関する基本方策につ

いての答申および社会保障llill度の推進に関する勧告」、

そして今回の平成に行われた「制度審勧告．」である。

　本稿では、その制度審議会勧告のなかで、家庭施

策、児竜福祉施，没にかカ・わる部分を中心に内容を紹

介し、勧告をめぐる動きについて検討してみたい。

ただし、勧告をめぐる動きについては、私以外の執

筆者により厚生行政との関係で細説されるであろう

から、むしろ勧告そのものについて家庭施策、児研

福祉施策と他施策との関係を中心に論じてみたい。

　1．家庭・児童施策の前提

　「勧告」の基本的構造

　全体r1勺な構成は第一章「社会保障の基本的な考え

方」、第二章「21世紀の社会にむけた改」，札、そして

「おわりに」という本休部分は二部構成となってい

る。第一章では、杜会保障の理念とともに社会保障

推進の原則を論じ、次に社会保障をめぐる問題とし

て、1社会保障と経済、2杜会保障と財政、3家族

と男女平等、4国と地方公共団体との役割分担、5

公私の役割分担について、論じている，、いずれも社

会保障や福祉における近年の基本的な方向性ないし

改革の際に念頭におくべき項日である。第二章では、

改革の基本的方向とともに改革の具体策を示してい

る。改革の具体策では、9項1．1挙げている。1「健や

かな生活のために」、2「介護の不安を解消するため

に」、3「所得の※定のために」、4「子供が健やかに

育ち、女性が働きやすい環境づくりのために」、5「障

害をもつ人々の杜会参加のために」、6「担い手つく

t）のために」、7「施設の充実のために」、8「安心し

て住める家、まちづくりのために」、9「国民の理解

を得るために」の9項F1である。それぞれ、かなり

細かい施策についても論じている。一般には、この

なかの「家族と賜女平等」、「子供が健やかに育ち、女

性が働きやすい環境づくり」、「安心して住める家、

まちづくりのために」等が本稿に関係する部分となろ

うが、実は家庭施策や児童政策はむしろ全体的な社

会保障の理念や原則、また杜会の変容のなかで論じ

られなければ意味はない。仮に個々の具体的な少子

対策や働く親対策の羅列であれば、それは社会保障

政策とは言えない。全体的な社会構造や、生活構造、

そして公共性や施．策の正当性の存立構造やその変化、

さらには杜会のなかでさまざまな価値観がどのよう

に今後変化すると思われるのかといった文脈、杜会

哲学のなかで整埋されなければt21世紀をめざした

社会政策とはR　1．ない。したがって、勧告の個々の

家庭・児童政策を本父29ページ1’／］体のなかで検討する

ことが必要になる。それによって、それがいかなる方

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9



向性をもたせようとしているのかが明らかになろう

し、また、仮にそのようなものを見いだせないとした

ら、21世紀の社会をめざして、勧告はなにを行おうと

しているのか、単なる今後取り組むべきもろもろの

施策の集合を論じたのかということになるのである。

　社会保障の理念と原則

　「勧告」の序では21世紀にむけてわが国が直面し

ている基本的問題を、個人主義の進展としている。

そして、社会的に他者との関連が生活の中から取り

残されようとしている、と論じている。「個入化が進

展すればするだけ、他方では社会的連関が問われ連

帯関係が同時に形成されないと、杜会は解体する」、

したがって、社会保障は、個個人を基底とすると同

時に、個個人の社会的連帯によって成立するから、

今後役割はますます重要になると論じている。

　社会保障制度の理念の部分では「新しい理念とは、

広く国民に健やかで安心できる生活を保障すること

である」と述べている。また、21世紀の社会連帯の

あかしとし、21世紀における社会保障の基本理念は

社会連帯であるべきであるとしている。

　「序」では冒頭、手短に、戦後の社会保障の歴史の

総括を行っている。そして、わが国の社会保障制度

の発足当時、わが国の社会保障が国の一般財源の基

盤の上に構築されるべきか、社会保険料を財源とす

る社会保険制度の上に形成すべきかという問題があ

ったとし、「当時としてはやむを得ざる選択であった

が、結果的には良い途を選んだといって誤りではな

い」、としている。そして、いままで果たしてきた役

割として、生活の安定、所得格差の縮小、経済活動

の安定的発展への寄与の3点を挙げている。このよ

うな成果を上げてきた基本的な枠組みは被用者中心

の保障とそれによる財源調達であったが、高齢杜会

のなかで医療費、介護および福祉サービス、年金の

財源調達、負担のあり方をめく’って多くの難問を抱

えているのである。そのなかで今後の社会保障推進

　10

の原lli」として、1．普遍性、2．公平性、3．総合

性、4．権利性、5．有効性を挙げている。このな

かで、権利性については、理念の部分で、「社会保障

制度は、憲法に基づき生存権を国家で保障するもの

として整備されてきた。具体的には心身の障害や社

会的状況、さらには高齢、健康等の事情により生活

の維持が困難な事態が生じた場合には、国家が責任

をもって対処するのが杜会保障の体制である」とし、

今後はしかし、社会保障の受け手の側に認めるべき

選択権の問題が生じ、その選択の幅は生存権の枠を

越えて拡大していくであろう、と指摘している。そ

の上で、権利性の部分では、「態法25条1項の規定を

うけて設けられた生活保護はもちろん、社会保険、

児童手当などの給付を受けることは、すでに国民の

権利として確立している」とし、今後の課題は社会

福祉などの給付を受けることがどこまで国民の権利

であるか必ずしも明らかでなく、それを明確にして

いかなければならないということを述べるとともに、

「利用者の意思で選ぷ選択性を備えることが、その

権利性を高める上で必tt一となる」と論じている。こ

の部分は児童福祉に関してだけではなく、たとえば

医療サービスやそのほかの介護を含め福祉サービス

全体にかかわる課題であるが、家庭・児童施策が今後

どのような整理のもとに行われなければならないか

ということへの「制度審」の提起と受け．II二めるべきで

ある。なお、審議会の記述の権利性と選択性について

は、まさに権利性が国家の要保護ないし保護される

権利としての権利性をも意昧するものであると考え

ると、選択性に関する議論をする場合の権利性につ

いては整理が必要であると思われる。そして、生存権

と権利性、また近年言われる社会権というものを「ね

ばならない給付」なのか「奨励」「育成」としての給付な

のかという点を検討しつつ、国家の行う責任として

のどこまでを国が直接担当するのか、社会全体で担

当すべきなのか、またインフォーマル・セクターが行

うべきなのかという点を区分していくべきである。



　それ以外の「普遍性」、「公平性」、「総合性」、「有

効性」については、説明は不要であろう。「普遍性」

は所得の多寡によらず、ニーズのあるものに給付す

べきであり、その原理を導入することは、一方で負

担能力のあるものは応分の負担をするということで

もある。「公平性」は社会保障制度においても制度間、

地域間、職種間、男女間で格差があるが、合理的根

拠を欠いたものもある。給付と負担の両而でより公

平な制度にしていくことが不可欠であるとしている。

「総合性」は杜会保隙制度間、ないし社会保障制度

と他制度との述携と調整である。「有効性」は政策の

目的と対象に対する有効性、効率性である。

　2．家庭・児童施策に関する記述

　それでは、個別部分で家庭・児童施策に関する部

分および具体的提言はなんであろうか。

　家族と男女平等について

　「勧告」では、家族は変容しつつあり、これからも

その傾向は統くものと考え、「家族の本来あるべき姿」

といった画一的な固定観念を前提とするのでなく、

多様な家族形態を基本におき、新しい家族関係を踏

まえてその生活を充実・安定させる条件を強化する

施策を展開すべきである」と論じている（3．「家族

と男女平等」P．10）。また、高齢杜会のなかで、と

もすれば高齢対策に目が向きがちであるが、21世紀

を担う子どもに対する施策も重要であり、その際に

は健やかに生まれ育つということが「子どもの権利」

という視点から実現されなければならないとしてい

る。また、このようなことは子どもを持つ家庭のみ

ならず、子どもを持たない家庭も子どもを社会の子

としてともにかかわっていくことが重要であると論

じている。これは私的扶養から社会的扶養への移行

ということを別の祝点から述べたもので、当然の帰

結である。次に「第二次世界大戦後、新憲法の制定

や民法の改正などにより、家族における女性の地位

が大きく変化した」。さらに、進学や雇用の変化に伴

ll（界の児康とie性

い杜会的役割も大きく変化し、男女が対等なパート

ナーとなることが期待される、そして男女共同参画

が行われなければならず、杜会も女性自身もそれを

期待している、社会保障制度においても男女平等の

視点に立って見直していくぺきである、と論じてい

る。この点をさらに杜会保障制度で見ていくと、現

行制度が「妻を夫の被扶養者と位置付けるような、

従来の女性の役割を反映した仕組みが残っているが、

このような仕組みについても真に男女平．等の視点に

立って凡直していかなければならない」との認織に

立って、「その意味で、社会保障制度を世帯単仏k中心

から、できるものについては個人単位に切り替える

ことが望ましい」としている。

　この部分の説明は極めて重要であるから、より細

かく整理するといくつかのまとまりの分けられる。

妓初の部分が、1．新憲法と民法の改正などにより、

家族の’女性の地位が変化した、2．女性の高学歴化、

就労の変化のなかで女性の社会的役割も変化した、

3．男女の対等なパートナーシップが求められる、4．

社会も女性もその方向である、このようなことから、

5．社会保障制度も男女平等の視点に立って見直すべ

き、という部分である。そして、次の部分が、6．社

会保障制度内における妻を被扶養者として想定した

制度は、従来の女性の役割を反映した仕組みが残っ

ているものだから、真の男女平等から見直すべきで

ある、という部分である、そして最後が、7．その意

味で、社会保障制度を世帯単位中心から、個人単位に

切り替えることが望ましい、という部分である。

　この「勧告」は多くの場合、社会保障関係者が読む。

したがって内容は当然のこととして、見落されがち

であるが、上記の記述は関係者以外が読み進めるな

ら、「家族と男女平等」という表題のもとで、いくつ

かの要素が混在していることに気づくはずである。

　それは、まずf蔑初に、新憲法と民法改jEが家族の

女性の地位を変化させたという部分である。ここに

おける地位の変化とは法的な意味であり、法が変化
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したから、社会における、また家庭内における地イ立

が実態的に変化したわけではない。もちろん、新た

な法の規定や、改正によって従来の慣習が変化する

ことはある。そして、法政策として社会の流れ、意

識を促進することはある。しかしながら法律によっ

て社会関係が規定されるわけではない（外部との契

約関係などと異なる）。影響は与えても、法が人と人

との関係性を決めるわけではなく、規範として働く

のである。規範のレペルと社会意識、社会心理、さ

らには社会構造の変化による地位役割関係や役割期

待といった社会関係を構成するものを混同してはな

らない。もし、法定関係により人のこれら上記の関

係が変化すると考えるならナイーブと言われるであ

ろフ。人はよO開かれた存在であるし、自ら変わる

可能性を持つ，，これは転倒した議論である。

　次に、2．3．4．の部分については社会意識に

ついてであるから、事実関係である。5については

誰もが男女平等に賛成するであろう、そして仮に男

女平等の思想に連う部分が杜会保障制度に見られる

としたら、見直しに賛成するであろう。しかしなが

ら、具体的に杜会保障制度の個々の部分で検討する

と簡単に男女平等に反するとはいえない部分がある。

所得比例年金制度は所得の多寡と稼得期間に比例す

るから、男性と女性とでは給付額が異なる場合があ

る。しかしそれをもって年金保険制度自体が平等に

反するとはいえない。それをもたらしたのは杜会保

障制度外である。また、社会保障給付というジャン

ルだけに限定してその結果としての平等を求めると、

より広い観点からの公平、公正に反することも生じ

よう。したがって、5についてはそれぞれの制度内

の公正、公平、平等（結果の、そして機会の）とい

う原則の明確化、公準が求められる。

　6および7については、明らかに問題があると思

われる。一見当然に見えて、そうであるとは完全に

は言い切れない部分である。6、7については端的

にいって、「家族共同体」という視点が欠如している。

　］2

夫婦、ないし夫婦並びにr・どもという家族共同体は

そのなかでさまざまな関係と役剖を形成している。

そして、ここで世帯判立というのは家族単位の給付

のことである。家族をひとまとめにした給付を「で

きるものについては個入単位に切り替えることが望

ましい」というのは相当な価値判断を含んでいる。

杜会保障給付のある部分の不合理のために、給付を

個人単位に切り替えることは本末転倒な議論といえ

るn法律上や社会保険の制度上の扶養、被扶養者とし

ての関係（およびその原因たる稼得者と非稼得者の

立場）は大きな要素とはいえるが、家族内の権力関

係すべてを形成するわけではない。経済的な依存関

係が家庭内の地位関係の11｛ii一の決定要囚ではない。

世帯単位から個人単位に切り替えること、家庭内の

平等や家庭内の性役割分業とは別である。家庭内の

平等や社会保障制度内のさまざまな女性の就労に基

づくか、基づかないかによる負担と給付上の課題は、

杜会保障制度を家族単位から個人単位に切り替える

ことなしにも可能であるし、そもそも、社会保障と

いう給付システムがユニ・ソトとしての家族を否定す

るなら、極めて大きな問題が生じる。個人の自律とい

う問題や平等という問題が、世帯から個人へという

ことがあたかも進歩であるかのごとき前提のもとで

論じられることは、価仙：［F，立的な態度とはいえない。

　11ページのこのパラグラフは問題があるといえ、

また家庭・児童施策に対して、at・　J目　rj勺ではない、哲

学的な前提までも含めた考察が加えられたとは判断

できない。この程度の考察で、21世紀の家庭・児童

政策を展望することは不可能なはずである。また、

21世紀の社会保障政策のなかで福祉国家の行う「制度

化」とともに「非制度化」という視点もひとつのポイン

トとなろう。法や制度がどの程度、個人や家族など

社会制度の自律性にかかわるかという問題である。

　5の公私の役渕分担の部分では、最後の都分で、

今後、家族規模が縮小し、共稼ぎ世帯などの増加に

起因して、公的部11「1を大きくしなければならないが、



「この分野については個人や家族の役訓がまったく

なくなるとは考えられず、公私が相携えることによっ

て、子どもを生み、育てやすくし、安心して老後を

過ごせるようにしていく必要がある」と論じている。

　3．児童関係対策について

　個別の児童関係政策については、「4．子供が健や

かに育ち、女性が働きやすい環境づくりのために」

のところで論じられている。

　高齢・少子杜会はわが国の社会保障制度およびわ

が国の杜会そのものにとって重大な問題である。し

たがって「女性が働きやすく、家庭と仕事が両立で

きる環境づくりと喜びと希望をもって子供を生み、

その子供が健やかに育つ環境とは密接に関係する」、

そこでこの環境づくりについて多様な施策の展開を

求めている。

　第一が子育て負担および出産育児の障害を取り除

くということである。その際に、子どもの養育に園

および地方公共団体は積極的に取り組むべきである、

としている。次に、児童手当制度は充実を図るべき

であるが、その際には児童扶養控除や企業の家族乎

当との調整が行われるべきである。第三が、就労に

伴う保育需要が増すので、延長保育、乳児保育、学童保

育、一時保育、障害児保育など多くのニーズに柔軟に

対応していかなければならない。第四が労働1時間の

短縮や弾力化、育児休業、介護休業の定着・普及、休業

期間中の経済的支援、職業能力開発といった労働行政

にかかわる改善である。第五が、国民年金制度の3号

被保険者、税制上の配偶者控除制度が逆に就労の足

かせになる場・合がある。家庭責任と就労との組み合

わせについて、杜会保障もそうであるが、税制も叩

立的になるよう見直すことが必要と指摘している。

　五っの指摘の多くはすでに、従米から指摘されて

きたことである。そして、現行の児蔽福祉行政の枠

ではなく、労働行政や税制、他の社会保障制度によ

って、女性と児童に対するより良き環境づくりを行

世界の児噺と母官li

おうというものである。すなわち、狭義の児童福祉

施策を越えて、全体的な構想のもとに家庭・児童政

策が行われなければならないということを結果的に

示しているのである。しかし、家族政策に関する全

体的な構想については、その基礎となるニヒ台そのも

のが、この「勧告」には見受けられないし、そのよ

うな検討は行われた形跡はないことはすでに述べた。

　また、家庭・児童政策が、この「勧告」で述べら

れているような、経済、杜会、そして働く女性の立

場からだけ必要とされるわけではないであろう。

　子どもの社会化や子ども自身の発達過程で、現在

問題はないのか、個人主義の進展が徹底することに

よって、「勧告」では「連帯」を提起している。「個

人化」という方向で論じることは、家族や地域社会

の社会関係の形成、中間集団の持つ意味をないがし

ろにしないのか、といった祝点が家庭・児童政策に

は必要ではなかろうか。

　今後の課題

　「勧告」で触れられている家族・児童に関する施

策は以上である。今回の勧告にはさまざまな次代を

背負うさまざまな経済学者、法律学者、杜会保障学

者などの研究者やオピニオンリーダーが参加された

と聞く。またことのほか女性委貝も多かったといわ

れる。この勧告、さらには社会保障将来像委貝会に

Jjnわって議論された過程において、そのような関係

者の知的サークルが21世紀における社会保障のある

べき姿を共有されたことが大きな意義ではないかと

思う。勧告もさりながら、このような知的サークル

が、必ずや将来、再び、真の意昧で21世紀の未米杜

会の構想を描くことと、個人と家族、杜会と社会保

障の関係性を根底から問い直す作業に取り組まれる

ことと思う。今回の勧告はその部分がまったく欠落

しているのである，，20世紀の後半世紀とそれに続く

21世紀の社会の発展と変容のなかで今回の「勧告」

は将来歴史的な評価が下されるであろう。
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目＠⑧＠6・

文部省における

エンゼルプランへの取り組み

　　　　　　　　　　　　　て　つか　たけ　ろう

蜘継涯酬聯人糖課手塚健郎

特
わが国の子ども家庭施策の新たな潮流

　わが国の出生数や合剤’特殊出！1三率は総じて低ド傾

向にあり、子ども同士のふれあいや切嵯琢磨の機会

が減少して、子どものド1主性や社会性が育ちにくく

なったり、年金などの社会保障費用にかかわる現役

世代の負担の増大、若年労働力の減少等による社会

の活力の低下など、豊かで活力ある社会づくりを口

指すに当たっての大きな礼会的課題になっている。

　このため、平成6年12月に策定されたエンゼルプ

ランを踏まえ、文部省では、①子育てや，r・どもの教

育にかかわる経済的負担の軽滅、②家庭教育の充実

など親が安心して生み育てることのできる環境整備、

③体験的活動機会の提供による学校外活動の充実、

④受験競争の緩和等による学校内外を通じたゆとり

ある学校教育の確保を柱に、次代を担う子どもたち

が健やかに育っていけるよう種々の施策を総合的に

推進している。

　平成8年度は主に次のような取り組みを行っている，，

　1．子育てに伴う経済的負担の軽減

　少子化の要因の一つに、子育てにかかわる費用の

負担感が大きいことが挙げられていることから、家

庭の所得に応じて幼稚園児の父i｝｝の経済1〆」負担の隆

減を図るとともに、公・私立幼稚園開の負担額の格

差を是正するため、「幼稚園就園奨励費補助」の充実

を図っている。また、経済的理山で就学が困蛸fにな

っている大学生、高校生に対して学：費を貸与・する「育

英就学事業」や、私立学校に就学する児竜・生徒等

の父母の経済的負担を軽減するための「私立大学等

経常費補助」や「私立高等学校経常費」珈戊費補助」

の充実に努めている。

　さらに、16歳以上23歳未満の特定扶養親族に対す

る控除額を所得税、住民税ともに引き上げ、教育費

等の支出が大きい家庭の税負担の軽減を図っている。

　2、子育てに関する相談体制の整備等による家庭

　　　教育の充実

　子育てへの負担感、不安感の増大が少子化の要囚

の一つであるといわれていることから、家庭を築き

f’どもを育てることにもっと楽しさや喜びが感じら

れ、男性が積極的に家庭や地域活動に参画していく

よう、環境の整備を図っている。

　家庭教育の施策では、家庭のあリ方や子育て等に

ついて議論するフォーラムの開催や家庭教育資料の

作成・配布を通して、男．女の協力による新しい家庭

像や楽しい子育てについて普及啓発に努めている。

また、子育て中の親を中心に、これから親になる新

婚者や妊娠期の親などに対して、家庭教育に関する

学習機会や情報の提供、電話や巡回による相‘｝炎事業

などを行っている都道府県に対し助成を行うととも

に、地域の教育力を活かして「子育てひろば」を開
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設したり、父親の家庭教育への理解と参加を促進す

るため、企業等と連携し職場内で家庭教育講座を開

設している市町村に対しても助成を行っている。

　さらに、今年度からは、将米家庭を形成し親とな

る大学生、短大坐や勤労青年などを対象に、大学等

を拠点として青年男女の共同参画セミナーを開催し、

就職、結婚、出産などのライフプランづくリ、家庭

や子育てへの男女の共同参加について学習する機会

をつくっている。

　このほか、幼稚園を地域に開放して地域の幼児教

育センターの役Plllを持たせるなど、幼稚園が持つ人

的、物的な教育機能を活用するため、幼稚園におけ

る保護者等に対’する教育相談事業、幼児教育に関す

る各種講座を開催するとともに、子どもたちに遊び

の場や機会を提供する事業等を推進している。特に、

今年度からは、モデル市町村を擶定して一層の促進

を図っている。

　3．体験的活動機会の提供等による学校外活動の

　　　充実

　子どもたちが心身ともに調和のとれた一人の人間

として成長し、社会で活躍していくためには、子ど

ものときに生活休験・活動休験を豊富に積み重ねて

おくことが大切てある。このため、文部省では、平

成7年度から月2回の学校週5「］制を実施し、子ど

もの生活リズムにゆとりを与え、直接体験の機会を

豊富に持てるようにする一方、小・中学生の芸術鑑

賞、スポーツ活動、ボランティア活動等の社会体験

や自然体験などの活動機会の充実に努めている。

　特に今年度からは、地域における子どもたちの学

校外活動の場や機会の充実を図るため、週末や休日

に学校などの身近な施設を利用して、地域の人々の

協力のもとに文化・スポーツなどさまざまな活動を

UL界グ）り↓扇とil｝M’

行う機会を作ったり、学校外活動の情報の提供や地

域の遊び場の開拓などを行う「ウィークエンド・サ

ー クル活動推進事業」を今年度から新たに実施して

いる。

　また、このほかにも、子どもたちが体験活動や集

団生活などを通じて仲間との交流・情報交換等を行

う場として、青年の家や少年自然の家、文化・スポ

ー ツ施．設等の整備充実に努めている。

　4．ゆとりある学校教育の推進

　いじめや受験競争など学校教育をめぐる諸問題を

解決し、ゆとりある学校教育を実現することは、子

どもたちが健やかに成長していくうえで欠かせない

ものである。

　このため、文部省では前述した学校週5日制の導

入のほか、入学者選抜方法の改善、自ら学ぷ意欲や

思考力、判断力、表現力などの能力の育成を重視す

る新しい学力観に立った学習指導、科目履修等の際

に生徒の選択の幅が拡大する総合学科や単位制商校

などの新しいタイプの高等学校の創設等による受験

競争の緩和などさまざまな施策を推進している。

　また、いじめの問題が深刻な状況にあることから、

学校・家庭・地域社会が一体となった取り組みを推

進するため、今年度からモデル市町村を指定してい

じめ対’策に総合的に取り組んでいるほか、他人に対

する思いやりなど「心」の教育の一層の推進・充爽

を図るため、世界各地から有識者を招いて国際フォ

ー ラムを開催するとともに、その方策について調査

研究を進めている。

　さらに、学校での児童生徒に対するカウンセリン

グ機能の充実を図るため、スクールカウンセラーを

活用してその成果等について調査研究を行う指定校

を大1隔に拡充していくこととしている。
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麺＠9＠o’

労働省における

エンゼルプランへの取り組み

　　　　　　　　　　　　　　　　こ　　a’SL．しよう　　こ
・M・ffJ・asrkeeSS査総徹鰍継織小林洋子

特

わが国の子ども家庭施策の新たな潮流

　少子化の一層の進行や、女性の社会進出など．］：ど

もを取り巻く環境の変化に対｝芯するため、平成6年

12月16日に、文部大臣、厚生大臣、労働大臣及び雄

設大臣の4大臣の合意により、今後10年間における

子育て支援施策の基本的方向と1丘点方‘策を盛り込ん

だ「今後の子育て支援のための施策の基本的方向に

ついて」（エンゼルプラン）がとりまとめられた。

　労働省では、同プランに基づき、仕事と育児との

両立支援のための雇用環境の整備という観点から、

①育児休業を気兼ねなくとることのできる環境整備、

②子育てしながら働き続けることのできる環境整備、

③育児のために退職した者の再就職の支援、④労働

時間の短縮等の推進を図っているところであるが、

具体的な取り組みについて以下のようになっているe

　ユ．第1に、育児休業を気兼ねなくとることので

きる環境整備として、次のことを実施しているt，

　まず、育児をする労働者が職業’生活を円滑に継続

できるよう、1歳未満の子を養育するための休業取

得者に対して育児休業給付（休業前賃金の25％i’l／F．t3

額）を支給している。

　また、育児・介護休業取得者を対象に、円滑な職

場復帰のためのプログラムを実施した事業主に対し

て、育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励

金（対象労働者1人当たり中小企業］8万円、大企業

13万円を限度）を支給している。

　2．第2に、子育てしながら働き続けることので

きる環境整備として、次のことを実施している。

　まず、従業貝向けに育児費用の経済的支援を行う

事業主を支援するため、育児や介滋のためにペピー

シッターやホームヘルパー等を利J，Uする従業貝に対

し、それに要する費用を補助する事業ii三に対して、

育児・介護費川助成金（ll1小企業については費用の

4／5、大企業については1／2）を支給している。

　また、事業所内の託児施設の設裟促進を図るため、

’1礫所内託児施設を設ir｜iし、巡営開始する事業主に

対し、事業所内託児施設助成金（費川の1／2、設置費

2，350）ilil、運営費374万4・．r・円を限度）を支給して

いるe

　次に、労働者に対する保育サービス等に関する情

報を艇供するため、保育施設、ホームヘルパーなど

育児、介護サービスに関する地域の具体的情報を電

話により提供するフレーフレー・テレフォン事業を

実施するとともに、仕事と家庭との両立に必要な相

談・1溝習として、育児、介護を行いながら職業生活

を乗り切るためのライフプランづくりと必要な実習

を内容とする両立支援セミナーを実施している。

　さらに、地域における仕事と子育ての両きZのため

の支援体制の整備として、①急な残業や子どもの急
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川．界のり己眠とRl㍗1…

病などの変則的、変動的な保育ニーズに対応するた

め、地域における育児の相互援助活動を実施する市

町村等に対し、都道府県を通じて補助を行うファミ

リー・サポート・センター事業を実施するとともに、

②労働者の職業生活と家庭生活との両立支援に資す

る地域密着型の施設働労者家庭支援施設）を設情

する地方公共団体に対し、補助を行っている。

　3．第3に、育児のために退職した者の再就職の

支援として、次のことを実施している。

　まず、平匡∫雇川制度の普及促進を図るため、育児、

介護等の理由により退職した者を再雇用した事業主

に対し、育児、介護等退職者再雇川促〕選i給付金（対

象者1人当たt〕111小企業40万IIJ、大企業3⑪万1’i．1）を

支給している。

　また、再就職希望者に対’する職業情報の提供や白

已啓発の援助、職業訓練等として、①育児、介護等

のために退職し、将来的に再就職を希望する者に対

し、情報提供、肖己啓発への援助を行う再就職希望

登録者支援事業、②出産、育児等のために職業生活

を中断した後に再就職を希望し、再就職に向けて準

備を行っている女．Fに対しセミナーを行う女子再就

職準備サービス事業、③就業を希望する女性に対し、

就業に関する広範な相談・指導及び情報提供を行う

とともに、就業に必要な技術講習を行う婦人就業援

参考；育児休業取得者割合

助促巡事業、④育児・家事等の制約のためにすぐに

は就業できない女性などを対象に、就業希望の登録、

ベビーシッター・保育所等求職活動・就職を支援す

る各郁サーピスに関する情報の提供、職業講習、き

め細かな職業相談、職業紹介などを実施するレディ

ス・ハローワーク事業、⑤都市部及びその周辺部の

公共職業能力開発施設における女性の多様なニーズ

に対応した短期間の職業訓練、を実施している“

　4．第4に、家族がともに過ごすゆとりある生活

時間を確保し、イ．国輻と育児との画立を図るためには、

労働時間の短縮等を推進していくことが必要である

ことから、政府の［．1標である年削総労働時聞L8（）0時

間の実現を1「、1指し、労働時問の短縮が遅れている中

小企業等について、中小企業労働時間短紺i特別奨励

金制度の活用等により平成9年4月からの全面的な

週40時間労働制へのlil滑な移行を図っているほか、

所定外労働削減に向1ナた啓発指導や年次有給休1暇の

取得促進に向けた労使の自主的な取り組みの促進を

図っている。

　労働省としては、今後とも、「エンゼルプラン」に

示された基本的考え方に治って、働く入々が子ども

を生み育てながら安心して働くことができる環境を、

一層整備していきたいと考えている。

（％）

出産者に占める育児

休業取得者の割合 女子 男子

出産した女子労働者に

占める育児休業取得者

の割合

配偶者が出産した男子

労働者に占める育児休

業取得者の割合

10，4（ユ00．0） （99．8） （0．2） 48．1 0．02

資判・出所：労働竹「女r・　h’fL川管理基本1週

査」（5’IJ伐）

（閲杏対象’1‘業所は、3（，人以卜〃）常川労働

M’を脈川する民営’1礫所約H．00（円1菜所）

＊育児休菜制度の規定を有する事驚≧所にお

いて、’P成4年4Jl　I（ト杓曳5年3Jl31

Uまててり1「r朋にtlvr／した者（配偶者が出産

した男∫Lを含む。）に占める、’1ξ成5Sf：5月1

」1までの捌に育児休業を間始したX’の割合o
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◎＠◎＠㊥G

建設省における

エンゼルプランへの取り組み

特 ．集

　　　　　　　　　　　　　　　みなみ　　　ふみ　かず

鰍姫官蹴策課福欄境機室南史一

わが国の子ども家庭施策の新たな潮流

　1．はじめに

　建設省では、平成6年6月「生活福祉空間づくり

大綱」を策定した。ここでは、急速な高齢化及び少

子化といった人口構造の変化等社会経済環境の変化

に対応し、高齢者、障害者はもとより、子ども、．女

性等を含めたすべての人々が、！k涯を通じ心豊かな

生活を送ることができるよう、福祉社会の実現のた

めの住宅・社会資本（福祉インフラ）整備を推進す

る理念と方策が述べられている。この大綱は、五つ

の施策の柱のうちの一つとして「安心して子供を生

み育てることができる家庭や社会とするための環境

づくりを進める」を掲げており、本稿のテーマであ

る「建設省におけるエンゼルプランへの取り組み」

は、この大綱の流れをくむ施策の一つと位清づけら

れる。

　2．建設省におけるrンゼルプランへの取り組み

　結婚、ill産は個人の選択に委ねられるべき事項で

あるが、子どもをもちたい人が安心して子どもを生

み育てることのできる家庭や社会の環境を整備し、

その選択の幅を広げていくことが、いきいきとした

福祉社会の実現にとって1丘要な要素である。

　また、出生率低下の要因の一つとして女性の結婚・

育児に対する負担感の．頂くなったことが指摘されて

いるが、その背景には「家事は女性の役割」という

意識があるものと考えられる。このような意識を改

め、男性も女性もそれぞれの個性と能力を生かして

働き、仕事と家庭生活との両立が図れるよう、雇用

環境の整備が図られることが必要であるが、住まい

づくり、まちづくりにおいても適切な取り組みが必

要であると考えられる。

い）子どもをもちたい人が、安心して子どもを生み育

てることが可能な居住環境を実現する（別表参照）。

◎子育て世帯の居住水準のrii！上を図るため良質なフ

　ァミリー向け住宅の供給を図る。

　（具体的施策等）

　特定優良賃貸住宅、公団賃貸住宅等公的賃貸住宅

の供給、住宅金融公肩｛融資等による良質な7アミリ

ー向け民間賃貸住宅の供給及び良質な持家の取得に

向けた積極的な誘導等を図るとともに、公的賃貸住

宅において、多子世帯に対する優先入居や世帯人数

の変更に伴う住み替えを実施するなど、世帯人貝数

に配慮した施策を講じている。

　（今年度施策等）

　平成8年度においては、特定優良賃貸住宅の供給

（43，00⑪戸）、公団賃貸住宅の建設戸数（13．000戸）、

住宅金融公庫融資戸数（63万戸）を確保するととも

に、これら住宅建設の計画的椎進のため第七期住宅

建設五箇年計画がスタートしたところである。

　また、住宅金融公庫法を一部改il：：し、8年10月か

ら長寿社会対応等の一定の良質な住宅について最優

遇貸出金利（）ll9　su…金ポII）の適用の対象を拡大する（住

戸専用而積125m一・175mりことにより、5～6人世

帯での誘導居住水準に達する住宅取得資金の調達可

能化を図る。

◎子どもの遊び場、安全な生活環境等の整備を進める。
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　（具体的施策等）

　住区基幹公園等の身近な公園、河川、海岸等の水

辺空間など、子どもの身近な遊び場や、家族が自然

の中で過ごせるオートキャンプ場、市民農園、自転

車道等の整備を推進するとともに、幅の広い歩道、

コミュニティ道路、通学路等安全な生活環境の整備

を推進する。

　（今年度施策等）

　平成8SF度においては、河川が環境教育の場とし

て活用されるための休制整備、身近な水辺の整備を

行い、子どもたちの健やかな成長に資する「水辺の

楽校［がっこう］プロジェクト」や「水辺プラザ」

の創設を図ることとしている。また、環境ふれあい

公園の整備（補助対象に野鳥観察所及び体験学習施

設を追加）などのほか、住区基幹公園、オートキャ

ンプ場、市民農園、大規模自転車道等の活動拠点等

◆理想の子ども数をもとうとしない理由

　子育てにお金がかかる

　高齢で生むのがいや

　教育にお金がかかる
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の整備や、河川再生事業、CCZ（コーxsル・コミュニ

ティ・ゾーン、海辺のふれあいゾーン｝整イ荊言卜画に基づく海岸

事業等の自然と親しむ場の整備を推進している。

　安全な生活環境の整備の観点からは、幅の広い歩

道、通学路の整備や地区交通計画に基づきコミュニ

ティ道路や歩車共存道路等の面的整備を行う「コミ

ュニティ・ゾーン形成事業」の創設を行った。

　また、こうした所管事業の計画的推進のため、第

6次都市公園等整備五箇年R「1’画、第6次海岸事業五

簡年計画及び第6次特定交通安全施設等整備事業五

箇年計画がスタートしたところである。

（2）就業と家庭生活の両立を支援する住まいづくり・

まちづくりを進める。

◎子育てと仕事の両立、家族の団らんのためのゆと

　りある住生活の実現を図るため、職住近接を日指

　した都心居住等を推進する。

　（具体的施策等）

　都市型住宅供給の年間10万戸供給を日標に、都心

地域における特定優良賃貸住宅の供給や、都心共同

住宅供給事業、市街地」】工開発事業等を有‘i極的に推進

するとともに、ili街地再開発事業において保育所等

の社会福祉施設等を導入する事業に対し手厚い補助

を行う「福祉空間形成型プロジェクト」を実施し、

勤労者にとって便利な場所への保育所等の立地の誘

導を図っているところである。

　（今年度施策等）

　平成8年度においては、上記特定優良賃貸住宅の都

心地域における積極的供給、都心共同住宅供給事業

（約80地区）、Tl∫街地再開発事業等（約30ヵ所）のほか、

関連公共施設整備、住宅市街地整備と一体となったス

ーパー堤防の整備等を推進しているところである。

　3．おわりに

　建設省としては、少子化対策のため「生活福祉空

間づくり大綱」及びエンゼルプランにおいて明らか

にした方針に沿い、住宅政策をはじめとする各種施

策に今後とも積極的に取り組んでいく所存である。
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⑲◎≡・t・1＠◎　舗

地方版エンゼルプラン
策定をめぐって

　　　　　　　　　　　　　た　　く’ら　　　　　　　　　　　　　　　　　　しん
緩㌶繁鷲離環郷田口　伸

特

わが国の子ども家庭施策の新たな潮流

　1．地方版エンゼルプラン策定の背景

　わが国は、急速な少子化・高齢化が進展するとと

もに、女性の社会進出、産業構造・世帯構造の変化、

国民の価値観の多様化など子どもと家庭を取り巻く

社会経済状況は著しく変化している。

　厚生省では、21世紀の少子社会に対応するため、

平成6年12月、「エンゼルプラン」及びその具体化の

一・環として「緊急保育対’策等5か年事業」を策定し

た。「エンゼルプラン」は、少子化についての考え方

を示した上で、子どもをもちたい人が安心して子ど

もを生み育てられる杜会、すなわち、「子育て支援杜

会」を築くために、文部、厚生、労働、建設の4大

臣の合意のもとに策定されたものである。この計画

の内容は、子育て支援の総合計画として重点的に取

り組む施策を幅広く掲げたものとなっており、今後

の取り組みの方向を示す定性的な計画となっている、．

　しかし、少子化の問題や安心して子どもを育てる

ことができる杜会づくりの問題は、国レベルだけの

問題としてとらえることでは不十分である、，地方自

治休においても未来を担うr・どもたちの育成を図る

ために、地域において子育て支援システムをどのよ

うに築いていくかが大きな課題となっている。そし

て、生活に身近な地域社会においてどのような施設・

サービスを整備し、そのサービスをどのように提供

していくかといった仕組みなどについて検討してい

く動きが生まれている。

　都道府県においては、関係団休と行政によって構

成される児黄環境づくり推進協議会において子育て

支援に関する調査や提言が出され、また、TII町’村に

おいても、保育サービスと；一ズに関する調査や子

どもにやさしい街づくり推進会議等における検討が

進められてきたところである。こうした動きは、地

方自治体における児童育成の基盤整備を総合的に進

めるための計両を策定すべきとの動きへとつながっ

てきた。特に、育児と仕事の両立を図る施策として、

多様な保育ニーズへの対応が求められている中、囚

の「緊急保育対策等5か年事業」の策定を契機とし

て、計両策定への動きはより高まることとなったの

である。

　このような状況の中で、厚生省としては、平成7

年度において児竜育成の基盤整備に積極的に取り組

む地方自治体を支援していくために、児童育成計画

（地方版エンゼルプラン）策定指針を作成するとと

もに、モデル計画策定費の補助を炎力咀したところで

ある。

　2．地方版エンゼルプランの意義

　地方版エンゼルプランは、いうまでもなく地’Ji　EA

治体の自ゴ三r1勺な計両である。そのような意昧から、

計画の［1標年度や施策の目標水準についても各自治
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休が独自に設定していくもので、国が画一的に設定

すべきものではない。このような地方版エンゼルプ

ランを策定する意義については、二つの側而から考

えることができる。

　まず一’つは、地域に根ざした計画ということであ

る。子どもたちが育つのは地域社会である。年齢構

成や産業構造とそれに伴う就労構造など、また、自

然環境や子どもの遊び場・をとってみても、了どもを

取り．巻く環境は全国一律には語ることができない。

子育ての環境を整備するためには、これら地域社会

の特性を十分把握し、その地域における課題と利用

できる社会資源を有効に生かしていくことが重要で

ある。子育てを支えていく近隣の助け合いや保育所

や幼稚園、りLt：童館などの機能も地域差があるのが現

状である。したがって、子育てに対するサポートも

地域杜会の実情に合わせたものを用意していく必要

がある。

　もう一つの側面は、計画は地域の構成メンバーの

合意のもとに策定されるということである。地域社

会の叩には子どもの育成や子育てを直接・間接に支

援するさまざまな施設や機関、団体が活動している。

従来それぞれの論理の中で活動を展開し、お互いの

連携も十分とは言えない状況となっているが、地方

版エンゼルプランの策定は、これらの機関・団体が

同一のテープルにつき、子どもたちの育成について

十分論議して対応していく機会を提供することとな

る，このように地方版エンゼルプランを策定する過

程は、子育てを制二会的に支援していくことが社会的

に認知され、実践されていくという意味で大変意義

あるものと考える。

3．児童育成計画策定指針について

地方版エンゼルプランは、前にも述べたとおり地

1｜卜界の児噺とIllM

域に根ざした地方自治体の自主的な計画であるが、

この計画を策定する上での一つの参考として「児党

育成計画策定指針」が、平成7年6月に作成された

ところである。ここでは、その指針の中から、児童

育成計画の策定上の基本的視点と留意，点及び保育サ

ー
ビスのl／］標赴鎌：出にかかる考え方を紹介する。

　（1）基本的視点

　児竜育成計画策定指釧’においては、計画策定に当

たってのPll念とも言うべき基本的視点として、次の

6項目を挙げている。

　①子どもの視点

　　子育て支援に関するさまざまなサービスの提供

　は、子どもの健やかな成長を保障するものでなけ

　ればならない。このことは、わが国が批准した児

　童の権利に関する条約の趣旨に添うものであt）、

　すべての施策を展開する上で、配慮する必要があ

　る。また、子どもは保育サービス等の直接の受け

　手であり、子どもの利益が最大限尊重されるよう

　酉己慮する必要がある。

　②利用者の視点

　　個人の価値観や生活様式が多様化するのに伴い、

　子育てに関するサービス＝一ズも多様化している

　ことから、利用者の多様かつ個別的なニーズに柔

　軟に対応できるよう配慮する必要がある。従来の

　福祉サービスの中では十分対応されてこなかった

　利用しやすいサービスという観点から、現行のサ

　ービスを見直していくことが必要である。

　③社会全体の視点

　　子育て支援は、国や地方自治体はもとより、企

　業・職場や地域社会を含め社会全体として取り組

　むべき訳題であることから、家庭における子育て

　を支援するため、あらゆる社会の構成メンバーが

　協力していくシステムを構築する必tt一がある。
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④家庭環境の変化

　社会経済の変化とともに、核家族化や都市化が

進展し、世代間の育児知識の継承が困難になると

ともに、地域における子育ての助け合い機能も低

下し、子育ての孤立化が生じている。子育ては家

庭のもつ重要な機能であることを認識し、家庭に

おける子育てを支援していく方策を1溝じる必要が

ある。

⑤就労環境の変化

　経済活動の進展により多様な就労形態が生まれ

ている。また、女性の就労が拡大する一方で、子

育てと仕事の両立が困難になっていることから、

子育てをしながら安心して働くことができる環境

を整備することが必要である。

⑥地域の特性

　地方自治体の人口規模、高齢化等の状況には大

きな差異があるとともに杜会資源もさまざまであ

O、産業構造や地域住民の意識等も金国一律では

ない。地方自治体においては、地域にふさわしい

計画づくりに取り組む必要がある。

（2）計画策定上の留意点

①計画の総合性

　子育て支援は、子どもの成長に応じて、母子保

健施策から保育、教育等に及ぶとともに、子ども

の育つ住宅や親の就労環境、街づくりまでを含め

て検討を行うことが必要となる。このような観点

から、地方版エンゼルプランを策定する際にも、

福祉・保健の分野はもとより、労働・教育・住宅

等の分野も含めて総合的に子育てを支援していく

計画とすることが望ましい。

②計画の実効性

　計画が絵に描いた餅に終わらず、現尖に子育て

支援のための環境づくりが推進されるよう、実効
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性の十分な確保に留意することが重要である。こ

のため、都道府県・市1町村においては、庁内の計

画策定体制において、施策に関係する部局だけで

なく、企画、財政、人事等の部局が参画する体制

のもとで策定されることが望まれる。

③他の計画との整合

　各地方自治体では、行政の長期的なビジョンと

して基本構想が策定されておリ、それらの計画と

の整合性を取りながら地方版エンゼルプランを検

討することが必要である。これらの基本構想の見

直し時期に合わせて検討している地方自治体も多

いと考えられるが、総合的な計画の一部として位

置づけることも差し支えない。

④策定のためのニーズの把握

　計画策定に当たっては、実態を的確にとらえる

ことが最も重要な出発点である。そのため、アン

ケート調査、ヒヤリング、懇談会等の乎法によっ

て、・子どもの置かれた状況やサービス提供の現状

及びニーズの動向を．卜分に把握する必要がある。

⑤都道府県と市町村の関係

　計画は各地方自治体がそれぞれ自主的に独自に

策定するものであるが、計画の実効性を確保する

観点から、特に緊急保育対策等5か年事業に掲げ

られている事業等については、都道府県と市町村

は緊密に連携を図り、計画の着実な実施が行われ

るよう配慮することが重要である。

⑥関係団体との連携

　子どもの育成を地域社会全体で見守り支援して

いける体制を築くためには、計画策定段階から関

係団体の理解・協力を得ていくことが肝要である。

したがって、児童福祉団体、保健・医療団体、社

会教育団体、経済・労働団体、学識経験者等の積

極的な参加を求め、計画策定委貝会等の設澱によ



　り行政以外の視点からの意見も広く取り入れられ

　るような策定体制づくりが望まれる。

　（3）保育ニーズの算出方法

　指針においては、将来の保育サービスの目標量を

実態調査に基づき算出する方法を示している。

　例えば、保育時間の延長にっいて将来のサービス

日標根を算出する場合、まず、子どもの年齢ごとに

現在どこで過ごしているかを時間単位に把握する。

子どもの居場所は、保護者と一絡にいる場合、保育

所、親族の家などさまざまな実態が把握されること

となる。これに対して、保護者の条件が合えば保育

サービスを何時まで希望するかを調査する。次に、

この希望に対して公的サービスがどの時間まで対応

するかという政策判断を行い、将米の推計した児童

人口に対して必要な保育サービス量を算出していく

方法であるe

　ニーズ調査の内容や乎法は、各白治体の人ロ規模

や社会資源の状況によってそれぞれ工夫することが

必要である。

　また、多様な就労形態から生じる保育ニーズのす

べてに保育所で対応していくことには限界がある。

このため、民間分野のサービス等も評価し、多元的

な提供主体による保育サービスが地域の中に整備さ

れていくことが重要であると考えちれる。

　4．計画策定を通しての課題

　最後に、地方自治体における計画策定を通しての

課題や期待について述べたい。

　まず、保育サービス等へのニーズの的確な把握を

行うことが必要である。就労形態や価値観は著しく

変化しており、保育等に対するニーズも多様化・高

度化しているため、ニーズ調査等を通じてサービス

を利用する者の期待や不満を十分把握し、ニーズと

世界の児泉と1吐州．

サービスのギャップをできるだけ埋めていく努力を

行うことが求められている。一口で言えば、ニーズ

に対してセンシビリティ（敏感性）をもつというこ

とである。もちろん、こうした；一ズの中には行政

サービスになじまないものや対応することが困難な

ものもあるとは思うが、民間サービスも含めて全体

の中でどのような対応が可能なのか、また、政策的

な「てこ入れ」が必要な分野があるのかといった検

討を行うことが承要であると考える。

　次に、子どもや家庭に用意されたサービスへのア

クセスをどう保証していくかといった課題がある。

アクセスを確保するためには、利用者とサービスを

結びつける相談（情報提供）体制の整祈iiと関係機関

のネットワークの形成が欠くことができない。特に、

子どもや子育て家庭に対するサービスには利用主休

である子どもや保一li　・va一から拒否的な姿勢を取られが

ちなものもあることを考慮する必要がある。例えば、

児茸t虐待などの深刻な問題においては、保護者の選

択が子どもの利益に結びつかないという状況が生じ

やすい。また、非行やいじめなどの問題もスムーズ

にサービスに結びつきにくい。子どもの年齢によっ

ても相談の仕組みは異なってくると考えられるが、

地域社会において子どもや子育て家庭が抱える＝一

ズを把握し、必要なサービスに結びつけていく仕組

みづくりが地方版エンゼルプランの策定を通してな

されることを期待したい。

　これからの社会を託す子どもたちが個性∪かにた

くましく育つための環境を用意していくことは、ま

さに活力ある社会を築く基盤づくりである。地方版

エンゼルプランの策定を通して子育てについてもっ

と社会的関心が寄せられ、各地域から子育て支援の

新たなる取り組みが発信されるよう期待するもので

ある。
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「大阪府子ども総

意義と課題

合ビジョン」の

特．

わが田の子ども家庭施策の新たな潮流

　　　　　　　　の　　ざわ　　まさ　　こ

大鮪献学搬野澤正子

　はじめに

　大阪府は、平成7年9）1「大阪府子ども総合ビジ

ョン」（以下ビジョンと略）を策定した（A4版、34

頁）n

　このビジョンは、少子化の進行や子どもや家庭を

取り巻く社会的状況の変化に対応し、「子どもの権利

条約」や「国際家族年」の趣旨、子育て支援等の観

点から、子どもに関する施策の総合化への新しい体

系を示すものであり、行政、地域杜会、学校、企業

が一・asとなって取リ組むべき、また保健・医療・福

祉・教育・労働・住宅・攻1境等の分野が横断r1勺に取

り組むべき、総合r1｛」な子ども施策の「先導的で艮期

的な基本的指針」として策定された。日標年次は平

成7年から概ね21．11t紀初頭を〔途としている。

　ビジョンは各界35名の委貝で構成される「大阪府

子ども環境づくり推進協議会」での検討・審議を経

て発表された。しかし原案は「大阪府子ども総合ビ

ジョンの基本的考え方」と題して庁内で検討を軍ね

準備されてきたものが平成7年2月公表されており、

それゆえビジョンは、提言や答申という形をとらず、

まず行政としての基本姿勢をバしたものといえる。

　ビジョンがめざすものは、「．子どもたちが夢をはぐ

くむことができる都1｜i（まち）大阪」の実現である。

子育て支援策はすべてこの点に集約される、，キーワ

ー ドは、「子どもの遊びと文化」、「子どもの権利」、

「ψどもと大人のパートナーシップ」、「子どもが参

加する杜会」である。
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　これを、いま発表が相次いでいる各白治体の子育

て支援基本方針等と比1鮫すると、その多くが親祝点

に偏って子どもが見えにくいのに対し、大阪府は子

育て支援を了どもの視点でとらえようとしており、

その点へのこだわりが、ビジョンを特徴づけている。

　1．大阪府子ども総合ビジョン策定への経過

　エンゼルプラン策定は平成6年12月であった、ビ

ジョン発表はそれに9ヵ月遅れたが、ビジョン策定

への取り組みはTil・く、平成5年2月定例会府議会本

会議における次のような知事答介を契機としている

（平成5年21」大阪府議会『本会綴会議録』）。

（質問）「これまでの要保護児童を中心とした施策を

すべての子供を健やかに育てていくための総合的な

施策への転換に向け、行政が講ずるぺき施策、推進

休制のあり方等の検討とともに、総合的に取り組む

ためのビジョンの策定が必要ではないか」（要旨）

（知事答弁）「庁内の横断「1｛Jな取り組み体制を整備し

て、子供を健やかに産み育てる環境づくりについて

のビジョンを策定したい」（岡上）

　かくして‘P成5年9月、庁内に9部局26i課50名か

らなる「子ども総合ビジョン・プロジェクトチーム」

が発足、、さらに’F成6年12月知ご1‡を本部長とし、13

部局長が委貝となる大阪府子ども施策推進本部が設

提された。ついで平成7年1月、大阪府子ども環境

づくり推進協議会が、「子育てを子どもを持つ親だけ

でなく社会全休の課題として受け止め、行政はもと




